












拘禁刑又は5万円以下の罰金



拘禁刑又

は5万円以下の罰金

拘禁刑又

5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合) 

3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(酒気帯び運転の場合) 

は5万円以下の罰金



拘禁刑又

は5万円以下の罰金

拘禁刑又

は10万円以下の罰金







保護者の皆様へお願いです

毎日を楽しくすごすための

３つのやくそく

まいにち たの

ぴ
た
っ

～お子様が無事に「ただいま」と帰れるように～

こうつうあんぜんじょうほう

青信号でも
ゆだんしない

右・左・右をよく見てから

横断歩道を渡る！

手を高く上げて渡る！

みぎ ひだり みぎ み

おうだんほどう わた

て たか あ わた

あ お し ん ご う

自転車の
ルールをまもる

ヘルメットをかぶる！

周りが見えにくい場所や

「とまれ」の場所で止まる！

まわ み ばしょ

ばしょ と

じ て ん し ゃ

道路に
とびださない

友達が呼んでいても、

ボールが転がっても、

絶対に飛び出さない！

ど う ろ

ともだち よ

ころ

ぜったい と だ

自転車・歩行者のルールを繰り返しお子様に教えてください。

実際にお子様と普段使う道を通り、安全確認がきちんとでき

ているかチェックしてあげましょう。子供と同じ目の高さ

で見て、見通しの悪い場所や通行量が多い場所をどのよ

うに通行すればいいか、具体的に教えてあげてください。



賠償金額 事故の概要

約９，５２１万円 自転車 ( 小学生１１歳 ) と歩行者 ( ６２歳 ) との正面衝突により歩行者が後遺 
障害を負った事故

約９，２６６万円 自転車 ( 高校生 ) と自転車 ( 会社員２４歳 ) との衝突により会社員が後遺障害を
負った事故

約６，７７９万円 自転車と横断歩道を横断中の歩行者 ( ３８歳 ) との衝突により歩行者が脳挫傷に
より３日後に死亡した事故

※1東京都自転車の安全
で適正な利用の促進

に関する条例 

※2自転車利用中の対人
賠償事故に備える保

険・共済 

　 以下「自転車損害
賠償保険等」と表記



令和6年11月発行
もし自転車事故を起こしてしまったら、こちらにご相談ください→東京都交通事故相談所

都民安全　保険

確認いただく保険・共済契約 保険・共済に加入するときのチェックポイント

①「自転車保険」(傷害保険とのセット商品 ) ①事故相手への賠償の保証金額は十分か
②示談交渉サービスは付いているか
　(自身が加害者となった場合
　保険金支払いの対象となる賠償事故について、
　相手方との示談交渉を保険会社が代行 )
③保険の対象となる人は誰か
　(個人型、家族型など )
④補償が重複している保険はないか
　(火災保険と自動車保険の両方に
　賠償責任補償が付帯されているなど、
　加入中の保険について把握することが大切 )
⑤自身のケガなどに関する補償は必要か
　(死亡、後遺障害、傷害 )

②自動車保険 (特約 )

③火災保険 (特約 )

④傷害保険 (特約 )

⑤クレジットカード (付帯保険特約 )

険
保
体
団

⑥会社・区市町村等の団体保険

険保るす集募で学大・校学どな険保のATP ⑦

険保るいてし入加てしと員会車転自の会協全安通交 ⑧

⑨ TSマーク付帯保険

点検、整備に付帯した自転車向け保険です。
有効期間は点検基準日から1年間です。更新を忘れずに!
TSマークの色により補償条件が異なります。
緑色TSマークは、全ての人身事故が賠償責任補償の
支払対象で、示談交渉サービスが付いています。

(個人賠償責任保険、日常生活賠償責任保険、賠償責任共済など
保険会社等によって名称は異なります。)

下記①~⑨のいずれかの保険・共済に加入していますか?
（保険証券等でご確認ください）

加入している下記①~⑨の保険・共済に

未加入です未加入です

自転車損害賠償保険等に相当する補償が付帯されていますか?


